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市川市農業協同組合 

 

お客さま本位の業務運営に関する取組方針 

 

 当ＪＡは、いのち（生命）の源である食を支え、人はもとより全ての生命を守

り、地域に必要な協同活動により、食と緑と水の環境を保全し、協力しあう思い

やりや助け合う心を育む「生命
い の ち

・地域
ち い き

・環境
かんきょう

・和
わ

を大切にし、協同活動を通じ

て地域社会に貢献します。」を理念として掲げています。 

 当ＪＡでは、この理念のもと、2017年 3月に金融庁より公表された「顧客本

位の業務運営に関する原則」を採択するとともに、組合員・利用者の皆さまに質

の高い金融サービスの提供を通じて、安定的な資産形成に貢献するため、以下の

取組方針を制定いたしました。 

 今後、本方針に基づく取組みの状況を定期的に公表し、よりお客さま本位の業

務運営を実現するため本方針を必要に応じて見直してまいります。 

 

１．お客さまへの最適な商品提供 

（１）お客さまに提供する金融商品は、特定の投資運用会社に偏ることなく、長

期・積立・分散投資に適した商品を選定し、お客さまの多様なニーズにお

応えできるものをご案内いたします。上記金融商品は定期的なモニタリン

グにより、定性・定量面などに懸念が無いか確認を行ってまいります。 

（２）なお当組合は、金融商品の組成に携わっておりません。 

【原則 2本文および（注）、原則 3（注）、原則 6本文および（注 2、3）】 

 

２．お客さま本位のご提案と情報提供 

（１）お客さまの知識・経験・財産の状況、ニーズや目的に照らし合わせ、お客

さまにふさわしい商品をご提案いたします。金融商品のご提案に際して

は、お客さまに商品を理解していただくために、当該商品の内容やリスク

要因、商品価値に影響を与えるマーケットの動向等について分かりやすく

丁寧な説明を行います。 

【原則 2本文および（注）、原則 5本文および（注 1～5）、原則 6本文 お

よび（注 1、2、4、5）】 

（２）お客さまの投資判断に資するよう、各商品におけるリスクの特性や手数料

等重要な事項については、重要情報シートや目論見書等を使用することで

商品内容を分かりやすくご説明し、必要な情報を十分にご提供します。特

に、ご高齢のお客さまに対しては、役席者の同席等により複数名でご意向



を確認し、理解度を十分に確認のうえ慎重に対応いたします。 

【原則 4本文、原則 5本文および（注 1～5）、原則 6本文および（注 1、

2、4、5）】 

（３）お客さまにご負担いただく手数料やその他の費用については、どのような

サービスに対する対価なのかお客さまに安心してわかりやすく判断頂けるよ

う情報提供を行い、透明性を高め丁寧な説明に努めてまいります。 

【原則 4本文、原則 5本文および（注 1～5）、原則 6本文および（注 1、

2、4、5）】 

 

３．利益相反の適切な管理 

（１）お客さまへの商品選定や情報提供にあたり、お客さまの利益を不当に害す

ることがないように、「利益相反管理方針」に基づき適切に管理します。 

（２）なお、サービスの高度化を目指すため、利益相反の発生可能性がある取引

については、月次・年次の定期モニタリングにより適切な管理を行います。 

【原則 3本文および（注）】 

 

４．お客さま本位の業務運営を実現するための人材の育成と態勢の構築 

（１）お客さま本位の業務運営を促進するため、職員の研修等適切な動機の枠 

組みやガバナンス態勢を構築します。 

（２）各種研修会を通じた指導を行うとともに、資格取得を推進し高度な専門性

を持った資産形成・運用に精通した人材を育成します。 

【原則 2本文および（注）、原則 6（注 5）、原則 7本文および（注）】 

 

５．お客さま本位の業務運営にかかる成果指標（ＫＰＩ） 

（１）当組合における「お客さま本位の業務運営」の取組状況をご確認いただける

よう、定期的に公表・見直しを行い、より良い業務運営につなげていきます。 

（２）次の指標を公表することにより透明性の高い業務運営に努めます。 

① 投資信託の取扱商品ラインアップ 

② 投信つみたて契約件数 

③ 投信販売額に占める毎月分配型の比率 

④ 運用損益別顧客比率 

⑤ 投資信託預り残高上位２０銘柄のコスト・リターン 

⑥ 投資信託預り残高上位２０銘柄のリスク・リターン 

   【原則２本文および（注）】 

（※）上記の原則および注番号は、金融庁が公表している「顧客本位の業務運営

に関する原則」（2021年 1月改訂）との対応を示しています。 


